
那須塩原市長　渡辺　美知太郎　　　　　

№ 区分

1
補足
事項

2 質疑

3 質疑

4 質疑

5 質疑

6 質疑

委託料積算基準P1 令和4年度の見込み値
現在の各クラブの職員配置数(常勤・非常勤)をご教授ください。
また、常勤職員の勤務形態及び形態別人数をご開示ください。

　別添１のとおり提示します。

委託料積算基準P2 №3.委託事業者が負担する経費等
現在、職員が使用している駐車場費用負担はございますでしょう
か。

・高林小児童クラブ（第1・2）・・・・5台　月額5,000円
・東小児童クラブ・・・・・・・・・・7台　月額4,000円/台
・三島小児童クラブ（第1・2・3）・・16台　月額3,000円/台
（地権者との契約等は、事業者が行ってください。）

2021/11/10 更新

那須塩原市放課後健全育成事業運営業務委託公募型プロポーザル　質疑回答書及び補足説明書（2回目）

過去5年間のモニタリング結果、もしくは保護者アンケート結果を
ご開示ください。

　モニタリング等は実施していないため、該当するデータ等はござ
いません。

仕様書№13・20　業務引継ぎ
引継ぎを行う際、現在使用している備品等は継続して使用できる
のでしょうか、また買取りになるのか、その場合自治体負担なの
か業者負担になるのかご教授ください。

　現在使用している備品等は、継続して使用できます。業務実施準
備期間に買い替えや追加購入をする備品については、原則、事業者
負担となります。

実施要領P9 №8-(2)　提出書類等
提案書作成にあたり、PowerPointでの作成は可能か、また書式の
縦・横等の規定はありますでしょうか。

　可能です。書式の縦・横の規定はありませんが、モニターを使用
することから横書きを推奨します。

質疑内容(又は補足事項) 回答（又は補足説明）

積算するべき支援数について

　「仕様書８ 施設概要(P.３～７)」のクラブ名称の次に記載され
た支援数の合計は３８支援となる。
　ただし、⑹鍋掛小学校放課後児童クラブ及び⑺東原小学校放課後
児童クラブについて、施設として２支援での運営が可能な施設では
あるが、開所する支援数としては、それぞれ１支援を見込んでいる
ことから、積算に当たり支援数はそれぞれ１支援とすること。
　よって、積算するべき支援数の合計は３６支援となる。



7 質疑

8 質疑

9 質疑

10 質疑

11 質疑

12 質疑

13 質疑

14 質疑

過去5年間における本事業の事業計画書・事業報告書・収支報告書
をご開示ください。

　直近３年分のみ、別添３のとおり提示します。

2016年に実施された本プロポーザルにおいて、実施要領などに基
づく配点結果の詳細をご開示ください。

　別添２のとおり提示します。

委託料積算基準P2 №3.委託事業者が負担する経費等
修繕保守費等について、1支援当たり50,000円の見込みとなってい
ますが、過去3年間の各支援単位毎に行った施設修繕費の詳細をご
開示ください。

　直近２年分のみ、別添４のとおり提示します。

委託料積算基準P2 №3.委託事業者が負担する経費等
賃借料の法人事務所が無償貸与となっていますが、本来は運営事
業者が準備すべき内容と判断します。無償貸与を行う根拠をお示
しください。

　事業の公共性及び市所有の建物であることから、使用料は減免と
しています。なお、委託料の範囲内において、事業者負担による事
務所の設置等を妨げるものではありません。

仕様書P7 №8-(26)
「R4 のみ横林・大貫小学校児童は送り対応。」とあります
が、第三者への委託は可能でしょうか。

　可能と考えますが、内容を確認してからの決定となります。

仕様書P7、8-(26)
「R4 のみ横林・大貫小学校児童は送り対応。」とありますが、送
り対応が必要な児童の人数と月ごとの回数（各学年）をご教示く
ださい。

　令和４年度の児童数等は、まだ確定しておりません。
　【参考】
　Ｒ２定期利用２名（大貫小１年、横林小１年)
　Ｒ３定期利用１名（横林小１年)

仕様書P10、№11
「利用料の徴収は受託事業者が行い、放課後児童クラブの運営費
用に充てること。」とありますが、利用料は実施要領P１に記載の
見積限度額に含まれていると考えてよろしいでしょうか。もしく
は、見積限度額に利用料を足した金額を実際の運営費用とすると
いうことでしょうか。

　見積金額に利用料を足した金額が、運営費用となります。

仕様書P11 №12
現在の各クラブにおける放課後児童支援員および補助員の給与体
系並びに勤務時間区分、社会保険の加入状況、賞与の有無、をご
教示ください。

　別添１及び別添３をご参考ください。



15 質疑

16 質疑

17 質疑

18 質疑

19 質疑

20 質疑

21 質疑

22 質疑

23 質疑

仕様書P11 №12-(3)
「受託事業者は、放課後児童支援員のうち1 人を業務遂行上の責
任者として主任支援員と定め、市との連絡調整の任に当たらせる
とともに、常に所在を明らかにしておくこと。」とありますが、
主任支援員は1 クラブに対して1 名の配置が必要でしょうか、も
しくは26 クラブに対して1 名の配置が必要となりますでしょう
か。

　主任支援員は、１クラブに1名の配置が必要となります。

仕様書P11　№12-(4)
「支援員等及び保護者の負担軽減のため、事務を行う者を雇用す
ること。」とありますが、保護者の負担とはどのような内容を想
定されておりますでしょうか。

　保護者の負担とは、保護者又は保護者会にクラブの通常運営に関
する庶務等の協力を仰ぐことなど、児童クラブ利用者としての立場
以上の負担を求めることを想定しております(奉仕作業や行事等の
運営協力は除く)。

仕様書P11 №12-(4)
「支援員等及び保護者の負担軽減のため、事務を行う者を雇用す
ること。」とありますが、事務を行う者の事務作業はどのような
内容を想定しておられますでしょうか。

　児童管理（入退会、利用方法、利用料等）や職員管理（給与、福
利厚生等）、会議資料の作成、経理等を想定しております。

仕様書P11 №12-(4)
「支援員等及び保護者の負担軽減のため、事務を行う者を雇用す
ること。」とありますが、事務を行う者の雇用条件がございまし
たらご教示ください。

　市で規定する雇用条件等はございません。

仕様書P15 別表２
「備品購入費・備品の買い替え」について、平均支出額をご教示
ください。

 令和元年度における１支援当たり年額平均は、約１１３，０００
円となります。令和２年度は、コロナ対策経費も含まれることから
令和元年度分を参考値としています。

参加資格要件確認書(様式第4 号)
代表者の実印を押印する欄がありますが印鑑証明書の提出は不要
でしょうか。また、参加申込書（様式第３号）や見積書（様式第
８号）などの押印が必要な他書類は実印ではなく、使用印の押印
で差し支えないでしょうか。

　印鑑証明書の提出は不要です。また、様式第４号以外は、使用印
の押印で問題ありません。

委託料積算基準P1
「【参考】令和４年度見込み値）」の中に、事務局職員数は５人
とありますが、業務内容に応じて人数を増減させることは可能で
しょうか。

　可能です。

委託料積算基準P2 №2-(5)
「利用料（おやつ代を含む）」とありますが、現状のおやつ代は
いくらとしているかご教示ください。

　市として、利用料に占めるおやつ代の割合は規定しておりません
が、発達過程にある子どもの栄養面や活力面を考慮したおやつの提
供をお願いします。

ごみの回収に係る手続き、費用負担は事業者側になりますでしょ
うか。

　現状では、ごみの回収費用は発生しておりません（各学校又は公
民館に持ち込み）。



【別添１】各クラブ勤務形態別標準職員配置数(令和３年度)

常勤(支援員) 非常勤(補助員)
7.5～3.5ｈ/日 3.5～3ｈ/日

1 大原間小学校放課後児童クラブ① 3 3 0

2 大原間小学校放課後児童クラブ② 4 2 2

3 黒磯小学校放課後児童クラブ 4 3 1

4 共英小学校放課後児童クラブ① 3 3 0

5 共英小学校放課後児童クラブ② 3 2 1

6 豊浦小学校放課後児童クラブ① 3 3 0

7 豊浦小学校放課後児童クラブ② 2 2 0

8 埼玉小学校放課後児童クラブ① 3 2 1

9 埼玉小学校放課後児童クラブ② 3 3 0

10 鍋掛小学校放課後児童クラブ 5 4 1

11 東原小学校放課後児童クラブ 4 3 1

12 稲村小学校第一放課後児童クラブ① 3 2 1

13 稲村小学校第一放課後児童クラブ② 2 1 1

14 稲村小学校第二放課後児童クラブ 3 2 1

15 高林小学校第一放課後児童クラブ 3 2 1

16 高林小学校第二放課後児童クラブ 2 2 0

17 青木小学校放課後児童クラブ① 3 2 1

18 青木小学校放課後児童クラブ② 2 1 1

19 三島小学校第一放課後児童クラブ① 4 2 2

20 三島小学校第一放課後児童クラブ② 4 2 2

21 三島小学校第二放課後児童クラブ 4 2 2

22 三島小学校第三放課後児童クラブ 4 2 2

23 東小学校放課後児童クラブ① 4 3 1

24 東小学校放課後児童クラブ② 3 2 1

25 西小学校放課後児童クラブ 5 3 2

26 西小学校放課後児童クラブ 3 1 2

27 南小学校放課後児童クラブ 3 2 1

28 南小学校放課後児童クラブ 5 3 2

29 槻沢小学校放課後児童クラブ① 4 1 3

30 槻沢小学校放課後児童クラブ② 2 2 0

31 大山小学校第一放課後児童クラブ① 3 2 1

32 大山小学校第一放課後児童クラブ① 3 2 1

33 大山小学校第二放課後児童クラブ 3 2 1

34 大山小学校第三放課後児童クラブ 3 2 1

35 関谷小学校第一放課後児童クラブ 3 2 1

36 関谷小学校第二放課後児童クラブ 3 2 1

118 79 39

※実際の雇用人数とは異なる。

計

合計
クラブ名№

職員配置数



【別添２】 

那須塩原市放課後児童クラブ運営業務委託プロポーザル採点結果(前回) 
 

評価項目 配点 ＮＰＯ法人 
ゆめがくどう Ａ社 

１．法人の運営方針及び実績 １０ ９ ８ 

２．応募の動機 １０ ９ ９ 

３．放課後児童クラブの運営方針 １０ ９ ９ 

４．安全管理 ５ ４ ５ 

５．健康・衛生管理 ５ ４ ５ 

６．放課後児童支援員等の配置及
び研修計画 ２０ １８ １５ 

７．保護者との連携 ５ ４ ４ 

８．学校との連携 ５ ４ ４ 

９．その他（障害児の受入、児童
虐待、個人情報保護） １５ １２ １３ 

10．特色ある取り組み ５ ４ ４ 

11．価格評価 １０ ２ ０ 

合         計 １００ ７９ ７６ 

 
 



























































【別添４】施設修繕費一覧
年度 クラブ名 修繕費 主な修繕箇所

大原間小学校放課後児童クラブ 41,115
共英小学校放課後児童クラブ 132,300
豊浦小学校放課後児童クラブ 7,560
埼玉小学校放課後児童クラブ 11,826
鍋掛小学校放課後児童クラブ 78,840
稲村小学校放課後児童クラブ 17,284
高林小学校放課後児童クラブ 4,400
三島小学校第一放課後児童クラブ 3,240
南小学校第一放課後児童クラブ 87,480
南小学校第二放課後児童クラブ 58,320
大山小学校第一放課後児童クラブ 69,800
大山小学校第二放課後児童クラブ 58,320

小計 570,485
豊浦小学校放課後児童クラブ 234,850
埼玉小学校放課後児童クラブ 19,250
稲村小学校第一放課後児童クラブ 128,260
鍋掛小学校放課後児童クラブ 44,000
東原小学校放課後児童クラブ 145,200
青木小学校放課後児童クラブ 68,500
三島小学校第一放課後児童クラブ 181,820
三島小学校第二放課後児童クラブ 120,120
西小学校第一放課後児童クラブ 122,100
南小学校第一放課後児童クラブ 31,350
槻沢小学校放課後児童クラブ 5,500
大山小学校第一放課後児童クラブ 26,400
大山小学校第二放課後児童クラブ 14,575
関谷小学校第一放課後児童クラブ 29,040

小計 1,170,965

【参考】子育て支援課対応による修繕箇所一覧
黒磯小学校放課後児童クラブ 33,000
豊浦小学校放課後児童クラブ 41,800
東原小学校放課後児童クラブ 132,000
高林小学校第一放課後児童クラブ 212,300
三島小学校第二放課後児童クラブ 175,692
南小学校第一放課後児童クラブ 48,600
西小学校第一放課後児童クラブ 37,400
大山小学校第一放課後児童クラブ 58,080
大山小学校第二放課後児童クラブ 181,000
関谷小学校第一放課後児童クラブ 16,500

小計 936,372
東原小学校放課後児童クラブ 49,500
稲村小学校放課後児童クラブ 49,500
西小学校第一放課後児童クラブ 67,980
大山小学校第一放課後児童クラブ 2,348,500

小計 2,515,480

玄関ポーチ改修
テラスデッキ改修
空調部品交換
玄関扉修繕

R2

移送ポンプ槽点検修理
排水漏れ修理
物置移設費用
エアコンクリーニング(保守)ほか

R1

多目的トイレ吊り戸修繕
洗濯機置き場修繕
空調機部品交換
ファックス修理
トイレ修理工事
エアコンクリーニング(保守)ほか

R2

非常用照明交換
エアコン修繕
トイレドア修繕
多目的トイレ修繕
浄化槽ブロワー交換
電気温水器修繕　など

R1


